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半過去記号素と原過去時制記号素

川 島 浩 一 郎＊

０．はじめに

仮定を提示する Si節において，半過去記号素と単純過去記号素の対立に中

和が生じる．仮定を提示する Si節に現れることのできる過去時制記号素は一

つしかない．つまり仮定を提示する Si節にあっては，半過去記号素と単純過

去記号素の実現形が対立する可能性がない．したがって仮定を提示する Si節

に現れることのできる過去時制記号素の実現形は，半過去記号素の実現形でも

なければ単純過去記号素の実現形でもなく，原過去時制記号素（半過去記号素

と単純過去記号素の機能的共通部分）の実現形である．

論述のおおまかな手順は，次の通りである．まず１．では，表意単位の対立

とその中和に定義を与える．異なる表意単位の実現形であることを検証する基

準も確認する．次に２．では，半過去記号素および単純過去記号素の表意機能

を概観する．半過去記号素は，無標の過去時制記号素である．単純過去記号素

は，事態の完了を明示する過去時制記号素である．半過去記号素と単純過去記

号素は，排他的連関にある．そして３．では，仮定を提示する Si節において半
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過去記号素と単純過去記号素の対立に中和が生じることを，言及する時間領域

（過去時間，現在時間，未来時間）ごとに分類して示す．仮定を提示する Si節

に現れることのできる過去時制記号素は，原過去時制記号素である．仮定を提

示する Si節が原過去時制記号素の実現形をともなうとき，この Si節は過去時

間に属する事態だけでなく，現在時間や未来時間に属する事態にも言及するこ

とができる．

１．表意単位の対立とその中和

１．１ 表意単位と実現形の対応関係

表意単位とその実現形は，一対一対には対応しない．声の大きさ話す速さ，

男女差，年齢差，地域差，個人差など，音声面でのあらゆる違いに着目すれば，

同一の表意単位の実現形は無数に見いだすことができる．異音同義や同音異義

の事例も少なくない．たとえば（１）の assoyezと（２）の asseyezのように，

同一の表意単位が異なる実現形をもつことがある．また le mémoireのmém-

oireと la mémoireのmémoireのように，異なる表意単位が（音声的な微細な

違いを除けば）同じ形で実現することも珍しいことではない．

（１）Entrez, entrez... Assoyez−vous...（Anna Gavalda, Ensemble, c’est tout ,

Collection J’ai lu,２００４, p.４０７）

（２）Heu... Entrez, asseyez−vous...（Tonino Benacquista, Trois carrés

rouges sur fond noir , Collection Folio,１９９０, p.７７）

したがって発話の切片が複数，任意に与えられたとき，それらが同一の表意

単位の実現形であるのか異なる表意単位の実現形であるのかを判定する基準が

必要である（１．３を参照）．その基準なしには，（１）の assoyezと（２）の

asseyezを異なる表意単位の実現形だとすることも，le mémoireのmémoire

と la mémoireのmémoireを同じ表意単位の実現形とすることも，無根拠にで
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きてしまうことになる．

１．２ 表意単位の対立を認定する基準

表意単位の複数の実現形（X，Yと記号化する）が対立すると言われるため

には，Xと Yが，少なくとも次の２条件を満たすことが必要である．（a）X，Y

を，文脈の一点で入れ換えることができる．（b）この入れ換えによって，発

話の知的意味に弁別が生じる．「知的意味」という用語は，大略，言語共同体

において共有される客観的，離散的な区別にもとづく意味のことを指す．たと

えば，（３）の raisonと（４）の sommeilは相互に入れ換えることができる．

つまり raisonと sommeilが条件（a）を満たす．そして raisonと sommeilを

入れ換えることによって，（３）と（４）の知的意味には弁別が生じる．つま

り raisonと sommeilが条件（b）を満たす．したがって（３）の raisonと

（４）の sommeilは，この文脈において対立すると言ってよい．

（３）Il a raison.（Anna Gavalda, Je voudrais que quelqu’un m’attende

quelque part , Collection J’ai lu,１９９９, p.１０）

（４）Il a sommeil .（Sébastien Japrisot, Adieu l’ami , Collection Folio,

１９６８, p.８０）

X，Yが対立するのか対立しないのかについては，文脈ごとの個別の検証が

必要である．ある文脈で対立する X，Yが，別の文脈でも対立するとはかぎら

ないからである（１．４．１を参照）．たとえば，ある文脈において不定冠詞記号

素の実現形である［yn］は，別の文脈では不定代名詞記号素の実現形かもし

れないし，何らかの固有名詞記号素の実現形かもしれない．あるいは［lyn］

から［l］の除去した残りの部分かもしれない．表意単位とその実現形は一対

一に対応しない（１．１を参照）．不定冠詞記号素の実現形である［yn］は，定

冠詞記号素の実現形である［la］と対立する文脈がある．しかし［lyn］の内部

にある［yn］が，定冠詞記号素の実現形の［la］と対立する文脈は存在しない．
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１．３ 異なる表意単位の実現形であることを検証する基準

表意単位の複数の実現形（X，Yと記号化する）が対立する文脈において，そ

れらは異なる表意単位の実現形である．つまり X，Yが次の２条件を満たす文

脈があれば，Xと Yを当該文脈において異なる表意単位の実現形であるとみな

してよい．（a）X，Yを，文脈の一点で入れ換えることができる．（b）この入

れ換えによって，発話の知的意味に弁別が生じる．たとえば（３）の raison

と（４）の sommeilは，この文脈（il a ...）で対立する．したがって raisonと

sommeilは，少なくとも当該文脈において，異なる表意単位の実現形と考えて

よい（１．２を参照）．

X，Yが対立しない文脈においては，Xと Yを異なる表意単位の実現形だと

言うことができない．X，Yが対立しない文脈には，次の３タイプがある．（i）

Xと Yが自由変異体の関係にあるため，X，Yが当該文脈において条件（a）を

満たすが条件（b）は満たさない．（ii）X，Yが当該文脈で条件（a）を満たさ

ないため，X，Yがその文脈で同一の表意単位の実現形であるのかそうでない

のかを検証する必要がない．（iii）X，Yが条件変異体の関係にあるため，X，Y

が当該文脈において条件（a）を満たさない．

X，Yが条件（a）を満たすが条件（b）は満たさない文脈において，Xと Y

は同一の表意単位の実現形である．これらは，自由変異体（文脈の一点で入れ

換えが可能な変異体）の関係にあると言われる．たとえば（１）と（２）のよ

うに，assoyezと asseyezを入れ換えても発話の知的意味に弁別が生じない文

脈にあっては，assoyezと asseyezを，同じ表意単位の実現形であると考えざ

るをえない（１．１を参照）．

一般に，X，Yが条件（a）を満たさない文脈においては，Xと Yが同一の表

意単位の実現形であるのか異なる表意単位の実現形であるのかを検証する必要

がない．第一に，X，Yのどちらも現れない文脈では，Xと Yの同一性や非同

一性ははじめから問題とならない．存在しない Xを存在しない Yと比較して
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も意味がないからである．第二に，X，Yのうち一方だけしか現れない文脈に

おいても，Xと Yの同一性や非同一性は問題となりえない．このような文脈に

は，比較対象となる X（あるいは Y）が存在しないからである．文脈の一点で

互いに入れ換えることのできない実現形，たとえば le mariの leと une femme

の uneが同一の表意単位の実現形であるのかそうでないのかを検証するため

には，特定の文脈を離れてメタ言語的な視点をとる必要がある．

X，Yが条件（a）を満たさない文脈において，Xと Yは条件変異体の関係に

ある可能性がある．たとえば le mémoireの leと la mémoireの laを同じ表意

単位の実現形であるとみなしてよいのは，leと laの間に意味の同一性ないし

は類似性があるからだけでなく，これらの文脈において leと laを入れ換える

ことができないからでもある．条件（a）を満たさない leと laについては，少

なくとも，これらを異なる表意単位の実現形だと言うことができない．これら

は，条件変異体（文脈の一点で入れ換えが不可能な変異体）の関係にあると言

われる．

１．４ 表意単位の対立の中和

１．４．１ 機能的共通部分を備えた実現形が現れる対立の解消

ある文脈で存在する対立が別の文脈で消失する現象を「対立の解消」と呼

ぶ．たとえば一方に X，Y（表意単位の実現形）が対立する文脈があり，他方

に X，Yが対立しない文脈があるとしよう（１．２を参照）．このとき前者の文脈

で存在した X，Yの対立が，後者の文脈で「解消」していると考えることがで

きる．後者の文脈で存在しない X，Yの対立が，前者の文脈で「出現」すると

考えてもよい．いずれにせよ，X，Yが対立する文脈と対立しない文脈がある

という事実にかわりはない．

他の文脈で対立する X，Yの機能的な共通部分を備えた実現形が現れうるが，
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それらの実現形の間に対立が成立しない文脈が存在するとき，後者の文脈にお

いて X，Yの対立は中和すると言われる１．中和は，対立の解消の下位概念であ

る．X，Yの機能的な共通部分を備えた複数の実現形が互いに対立しうる文脈

（つまり X，Yが対立する文脈）にあっては，これらの対立する実現形が異な

る表意単位の実現形とみなされる（１．３を参照）．一方，Xと Yの機能的な共

通部分を備えたすべての実現形が互いに対立しない文脈（つまり X，Yの対立

に中和が生じる文脈）では，それらの実現形を異なる表意単位の実現形と言う

ことができない（１．３を参照）．なお X，Yの相違には，音声面でのあらゆる違

いが含まれるとする（１．１を参照）．

１．４．２ 対立の中和が成立するための前提条件：排他的連関

X，Y（表意単位の実現形）の対立に中和が成立するには，その前提として，

Xと Yが次の３条件を満たす必要がある．（I）X，Yが対立する文脈が存在す

る．（II）X，Yに機能的な共通部分がある．（III）その機能的な共通部分をも

つのが，Xと Yだけである．条件（I），（II），（III）ないしは条件（II），（III）

を満たす言語単位の複数の実現形は，排他的連関にあると言われる．

第一に，X，Yが対立する事例がなければ，その対立が中和することもない．

中和すべき対立が，そもそも存在しないことになるからである．X，Yに対立

の中和が成立するためには，X，Yが対立する文脈と X,Yが対立しない文脈の

両方が必要である．つまり条件（I）が満たされることが必要である．

第二に，X，Yに機能的な共通部分がなければ「Xと Yの機能的な共通部分

を備えた実現形が現れる」という中和が成立するための一要件が満たされない

ことになる．X，Yに機能的共通部分があることは，中和の定義の一部分と考

えてよい．つまり条件（II）が満たされることが必要である．

１ 中和の定義についての詳細は，たとえばMARTINET（１９６８）や AKAMATSU（１９８８）を
参照．
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第三に，X，Yと対立し，かつ X，Yと同一の機能的共通部分をもつ別の Z

がある場合，X，Yの対立に中和は生じえない．この中和は X，Yの対立の中

和でなく，X，Y，Zの対立の中和だと考えざるをえない．中和の定義から，こ

の文脈にあっては Zもまた X，Yと対立しないからである．X，Y，Zではなく

X，Yの対立の中和だと言う場合，当該文脈に Zが現れることが想定されてい

るはずである．しかし，この想定は，それが X，Y，Zの対立の中和であるこ

とと矛盾する．このような矛盾を生じさせないためには，条件（III）が満た

されることが必要である．

１．４．３ 機能的共通部分の実現形

表意単位の複数の実現形（X，Yと記号化する）が対立しない文脈にあって

は，これらの実現形を異なる表意単位の実現形だと言うことができない．ある

文脈において X，Yが異なる表意単位の実現形であるためには，当該文脈にお

いて X，Yが対立しなければならない（１．３を参照）．X，Yの対立が中和する

文脈にあっては，X，Yを異なる表意単位の実現形とみなすことはできない．

したがって X，Yの対立が中和する文脈において，X，Yは同一の表意単位

の実現形とみなさざるをえない．X，Yが異なる表意単位の実現形であるため

の条件が，当該文脈では満たされていないからである（１．３を参照）．Xと Y

が，当該文脈において，いわば同一視されることになる．

以上より，X，Yに機能的共通部分が存在する場合，X，Yの対立が中和し

た結果として現れる実現形は，X，Yの機能的共通部分の実現形であると考え

ざるをえない（３．３．１を参照）．機能的共通部分がある X，Yが同一の表意単位

の実現形であるためには，X，Yがどちらも，この機能的共通部分の実現形で

なければならない．X，Yの少なくともどちらか一方に（X，Yが共有してい

ない）機能的な非共通部分が含まれていれば，これらの X，Yを同一の表意単

位の実現形とみなすことは不可能だからである．

仮定を提示する Si節における
半過去記号素と単純過去記号素の対立の中和（川島） ― 503―

（ 7）



２．半過去記号素と単純過去記号素

２．１ 半過去記号素：無標の過去時制記号素

半過去記号素は，無標の過去時制記号素である２．半過去記号素は，本質的

な表意機能として，動詞記号素を含む発話が表す事態に過去性を与える．たと

えば「現在」と言われる動詞形を用いた（５）の elle vient ...は「現在の習慣」

と呼ばれる用法に，半過去記号素の実現形を用いた（６）のMado venait ...は

「過去の習慣」と呼ばれる用法に，それぞれ対応する．この二つの用法の間に

ある相違は，事態の時間的な位置づけが「現在」にあるか「過去」にあるかだ

けである．実際（６）から半過去記号素の実現形を除去すれば，Mado vient

deux ou trois fois par semaineという「現在の習慣」を言い表した発話にな

る．（６）における半過去記号素の存在理由は，Mado vient deux ou trois fois

par semaineという事態に過去性を与えることであって，それ以上でも以下で

もない．

（５）［...］, elle vient une fois par semaine, le mardi matin.（Fred Vargas,

Pars vite et reviens tard , Collection J’ai lu,２００１, p.１２７）

（６）Mado venait deux ou trois jours par semaine.（Georges Simenon,

L’évadé , Collection Folio,１９３６, p.５５）

したがって，半過去記号素の実現形によって標示される過去性は，事態が完

了しているのか未完了であるのかを区別しない．半過去記号素は「過去時制＋

完了性」でもなければ「過去時制＋未完了性」でもなく，無標の「過去時制」

だからである．（６）のMado venait...に含まれる半過去記号素の実現形は，

Mado vient...に対して，あらたに完了性を与えることもなければ未完了性を与

えることもない．（６）のMado venait...において半過去記号素の実現形は，事

２ 渡瀬（１９８５，１９９０，１９９４，１９９５，１９９８，２０１３）や川島（２０１２a，２０１２b，２０１２c，２０１３，
２０１４a，２０１４b，２０１４c，２０１５）を参照．
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態を過去時間に位置づけているだけである．

（７）［...］ : quand Sartre terminait une pièce, elle était immédiatement

montée, parfois par les plus grands.（Elle ,３０mai２００５, p.７４）

（８）L’ambassadeur terminait une conversation téléphonique lorsque Vo-

ronkof entra dans son bureau.（Thierry Breton & Denis Beneich,

Softwar , Collection Le Livre de Poche,１９８４, p.１９３）

実際，半過去記号素の実現形は，完了した事態に対応すると解釈されること

もあれば，未完了の事態に対応すると解釈されることもある．たとえば（７）

の... Sartre terminait ...は完了した事態として解釈され，（８）の l’ambassadeur

terminait ...は未完了の事態として解釈される．無標の過去時制である半過去記

号素は，事態の完了を積極的に標示しないだけでなく，事態の未完了も積極的

には標示しない．半過去記号素の実現形が完了した事態にも未完了の事態にも

解釈上は対応が可能であるのは，そのためにほかならない．

２．２ 単純過去記号素：事態が完了していることを明示する過去時制記号素

単純過去記号素は，事態が完了していることを明示する過去時制記号素であ

る．単純過去記号素の実現形は，動詞記号素の実現形を含む発話が表現する事

態に過去性を与えるだけでなく，その事態が（少なくとも聞き手や読み手に

とって）完了していることも標示する．したがって単純過去記号素の実現形に

よって標示される過去性には，事態が完了しているのか未完了であるのかの区

別がある．単純過去記号素は，いわば「過去時制＋完了性」であると考えて

よい３．

（９）Mme Guillaume s’enquiéta .（Georges Simenon, L’évadé , Collection

Folio,１９３６, p.４７）

３ 単純過去記号素の表意機能については川島（２０１４b）を参照．
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単純過去記号素の実現形を用いて表現した事態は，過去時間に属するものと

して位置づけられることになる．たとえば（９）のMme Guillaume s’enquiéta

は，それが現実世界の出来事であるか物語世界の出来事であるかにかかわらず，

少なくとも現在時間や未来時間に属する事態ではありえない．単純過去記号素

の使用はその意味で，事態の過去性と常に結びついている．単純過去記号素は

過去時制記号素であると考えてよい．

単純過去記号素は，過去時制記号素であるだけでなく，事態の完了も表示す

る．実際Mme Guillaume s’enquiétaを未完了の事態として解釈することは不

可能である．いわゆる「現在」の動詞形を用いたMme Guillaume s’enquiète

には，未完了の事態としての解釈がありうる（心配している最中である，まだ

心配していないがこれから心配する，などの解釈）．しかし単純過去記号素の

実現形を含む（９）のMme Guillaume s’enquiétaには，その可能性がない．単

純過去記号素は，事態の完了と常に結びついている４．

２．３ 半過去記号素と単純過去記号素の対立と排他的連関

半過去記号素と単純過去記号素は，次の３条件を満たす．（I）半過去記号素

と単純過去記号素が対立する文脈がある．（II）半過去記号素と単純過去記号

素の間に，機能的な共通部分がある．（III）その共通部分をもつのが，半過去

記号素と単純過去記号素だけである．以上の３つが，半過去記号素と単純過去

記号素の対立に中和を認めるための前提条件となる（１．４．２を参照）．

（１０）Il faisait gris.（Georges Simenon, Les sept minutes , Collection Folio,

１９６５, p.８５）

（１１）Lundi, il fit gris.（Internet）

半過去記号素と単純過去記号素は，条件（I）を満たす．たとえば（１０）の il

４ 単純過去記号素にとっては，どの時点で事態が完了しているのかは非関与的である．
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faisit grisに含まれる半過去記号素の実現形と（１１）の il fit grisに含まれる単

純過去記号素の実現形は，互いに入れ換えることができ，この入れ換えによっ

て（１０）や（１１）の知的意味に弁別が生じる．したがって（１０）と（１１）は，

半過去記号素と単純過去記号素が対立する文脈であると言ってよい（１．２を参

照）．

（１２）Elle fut longue la route vers cette autre liberté. Tu me demandais

pourquoi je t’ai menti ?（Marc Levy, Toutes ces choses qu’on ne s’est

pas dites , Collection Pocket,２００８, p.２７７）

（１３）Je ne t’ai jamais dit combien notre séparation fut douloureuse,［...］.

（Marc Levy, La première nuit , Collection Pocket,２００９, p.１９３）

（１４）J’espère que votre nuit fut bonne.（Marc Levy, Le premier jour , Col-

lection Pocket,２００９, p.４３６）

半過去記号素と単純過去記号素には，会話文においても，これらが対立する

文脈が存在する．（１２）の futは étaitと入れ換えることができ，この入れ換え

によって（１２）の知的意味に弁別が生じる．同様に（１３）や（１４）の futに含

まれる単純過去記号素の実現形は，半過去記号素の実現形と対立していると考

えてよい．

半過去記号素と単純過去記号素は，条件（II）を満たす．これらの間には，

事態に過去性を与えるという機能的な共通部分がある．半過去記号素は，事態

が完了しているのか完了していないのかを区別しない無標の過去時制記号素で

ある（２．１を参照）．単純過去記号素は，事態が完了していることを明示する

過去時制記号素である（２．２を参照）．つまり半過去記号素と単純過去記号素

は，過去時制記号素であることを共有する．

半過去記号素と単純過去記号素は，条件（III）を満たす．互いに対立する

文脈をもつ過去時制記号素は，半過去記号素と単純過去記号素だけだからであ

る．複合過去記号素は時制記号素ではなく，完了アスペクト記号素である．大
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過去の動詞形は，動詞記号素の実現形，半過去記号素の実現形，複合過去記号

素の実現形から構成される連辞である．前過去の動詞形は，動詞記号素の実現

形，単純過去記号素の実現形，複合過去記号素の実現形からなる連辞である．

接続法過去の動詞形は，動詞記号素の実現形，接続法記号素の実現形，複合過

去記号素の実現形からなる連辞である．重複合過去の動詞形は，動詞記号素の

実現形と２つの複合過去記号素の実現形からなる連辞である．条件法過去の動

詞形は，動詞記号素の実現形，条件法記号素（あるいは半過去記号素と単純未

来記号素）の実現形，複合過去記号素の実現形から構成される連辞である．接

続法半過去の動詞形は，動詞記号素の実現形，接続法記号素の実現形，半過去

記号素の実現形からなる連辞である．接続法大過去の動詞形は，動詞記号素の

実現形，接続法記号素の実現形，半過去記号素の実現形，複合過去記号素の実

現形からなる連辞である．したがって（連辞ではない）過去時制記号素は，半

過去記号素と単純過去記号素だけである．

３．仮定を提示する Si 節における半過去記号素と単純過去記号素の

対立の中和

３．１ 仮定を提示する Si 節と仮定を提示しない Si 節

従属接続詞の Siによって発話に導入される従属節には，仮定の表現として

の用法がある．たとえば（１５）の s’il approchaitは，過去時間に設定された仮

定を表す従属節である．（１６）の si j’étais pas ton amiという従属節は，発話時

点に設定された（非現実の）仮定を表現している．（１７）の si tu devenais

maire du village plus tardは，未来時間に設定された仮定を表す従属節である．

（１５）Le tube lumineux était enre eux ; au moins, s’il approchait , elle en

serait avertie.（Maxime Chattam, In tenebris , Collection Pocket,

２００２, p.２７２）
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（１６）Si j’étais pas ton ami ... eh bien... je te trouverais bizarre...（Patrice

Leconte, Les Femmes aux cheveux courts, Collection Le Livre de Po-

che,２００９, p.５９）

（１７）［...］, si tu devenais maire du village plus tard , ça te plairait ?（Marc

Levy, Le voleur d’ombres , Collection Pocket,２０１０, p.６４）

（１８）Si j’étais sage et si je travaillais bien , c’était simplement parce que

j’étais menacée d’être envoyée chez ma mère si je n’étais pas pre-

mière de la classe.（Elle ,３１ janvier２００５, p.６１）

（１９）Je me suis toujours demandé si c’était vrai .（Maxime Chattam, Ma-

léfices , Collection Pocket,２００４, p.４５２）

（２０）Après tout, ce n’était pas un hasard si aucun d’entre nous n’avait

d’enfant .（Guillaume Musso, La fille de papier , Collection Pocket,

２０１０, p.１１３）

（２１）C’est ma faute s’il y a eu une crise financière mondiale ?（Guillaume

Musso, La fille de papier , Collection Pocket,２０１０, p.６２）

（２２）Excuse−moi si je t’ai réveillé .（Pierre Boileau & Thomas Narcejac,

Terminus , Collection Folio,１９８０, p.４９）

（２３）Ce que nous cherchons à savoir c’est si elle a été vue ici ou là un

peu avant la soirée de jeudi .（Pierre Siniac, Femmes blafardes , Col-

lection Rivages／Noir,１９８１, p.１０２）

従属接続詞の Siによって発話に導入される従属節は，仮定の表現ではない

こともある．たとえば（１８）の si j’étais saga et si je travaillais bien，（１９）の

si c’était vrai，（２０）の si aucun d’entre nous n’avait pas d’enfantはいずれも，仮

定を表現したものではない．同様に（２１），（２２），（２３）における Si節も，仮

定を表す従属節ではない．
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３．２ 半過去記号素と単純過去記号素の対立の中和

３．２．１ 過去時間に設定された仮定

仮定を提示する Si節によって過去時間に属する事態に言及する場合，この

Si節に現れることのできる過去時制記号素は一つしかない．たとえば（２４）の

si Lucienne mourait，（２５）の s’il partait maintenant pour Boston，（２６）の s’il

voulait des réponsesにみられるように，過去時間に設定された仮定を提示す

る Si節に現れることのできる過去時制記号素の実現形は，確かに存在する．し

かし、この過去時制記号素の実現形を他の過去時制記号素の実現形と入れ換え

ることはできない．つまり，（２４）の si Lucienne mouraitを si Lucienne mourut

とすることはできない．（２５）の s’il partait ...を s’il partit ...とすることも，（２６）

の s’il voulait des réponsesを s’il voulut des réponsesとすることもできない．

このような過去時制記号素の実現形の入れ換えが（規範を逸脱することで）で

きたとしても，それによって発話の知的意味に弁別が生じるわけでもない．

（２４）Chavane pensa que si Lucienne mourait il quitterait son emploi ;

［...］.（Pierre Boileau & Thomas Narcejac, Terminus , Collection Fo-

lio,１９８０, p.２０２）

（２５）Il regarda sa monre : bientôt midi. S’il partait maintenant pour

Boston , il ne serait pas rentré à Manhattan avant２１ heures.（Guil-

laume Musso, Je reviens te chercher , Collection Pocket,２００８, p.２４１）

（２６）Un peu honteux, il récupéra sa veste et s’avança vers la porte. S’il

voulait des réponses , il devrait les trouver tout seul.（Guillaume

Musso, Je reviens te chercher , Collection Pocket,２００８, pp.１７１－１７２）

したがって，過去時間に設定された仮定を提示する Si節において，半過去

記号素と単純過去記号素の対立は中和する．半過去記号素と単純過去記号素が

異なる記号素だと認定されるには，これらの実現形が次の２条件を満たす必要
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がある．（a）文脈の一点で，互いに入れ換えることができる．（b）この入れ

換えによって、発話の知的意味に弁別が生じる．しかし過去時間に設定された

仮定を提示する Si節に現れることのできる過去時制記号素は，この２条件を

満たさない（１．３を参照）．当該文脈に現れうる過去時制記号素が，一つしか

ないからである．したがって，過去時間に設定された仮定を提示する Si節に

おいて，半過去記号素と単純過去記号素の対立には中和が生じると考えられる

（１．４．１を参照）．当該文脈において，半過去記号素の実現形と単純過去記号素

の実現形が対立しないからである．

３．２．２ 現在時間に設定された仮定

仮定を提示する Si節によって現在時間に属する事態に言及する場合，この

Si節に現れることのできる過去時制記号素は一つしかない．たとえば（２７）の

si j’étais vous，（２８）の si j’avais vingt ans de moinsあるいは（２９）の s’il fallait

essayer...にみられるように，現在時間に設定された仮定を提示する Si節に現

れることのできる過去時制記号素の実現形は，確かに存在する．ただし、これ

らの過去時制記号素の実現形を他の過去時制記号素の実現形と入れ換えること

はできない．具体的に言えば，（２７）の si j’étais vousを si je fus vousとする

ことはできない．（２８）の si j’avais vingt ans de moinsを si j’eus vingt ans de

moinsとすることも，（２９）の s’il fallait essayer ...を s’il fallut essayer ...とする

ことも不可能である．このような過去時制記号素の実現形の入れ換えが（規範

を逸脱することで）できたとしても，それによって発話の知的意味に弁別が生

じるわけでもない．

（２７）Et si j’étais vous , je ne serais pas aussi sûre de moi.（Katherine Pan-

col, Les yeux jaunes des crocodiles , Collection Le Livre de Poche,

２００６, p.１２７）

（２８）Je ne serais peut−être pas ici si j’avais vingt ans de moins . （Fré-

仮定を提示する Si節における
半過去記号素と単純過去記号素の対立の中和（川島） ― 511―

（ 15）



déric Beigbeder, Au secours pardon , Collection Le Livre de Poche,

２００７, p.２５９）

（２９）S’il fallait essayer de comprendre tout ce qui se passe dans la tête

d’une fille , on en finirait pas.（Philippe Djian, 37°2 le matin , Collec-

tion J’ai lu,１９８５, p.１７）

したがって，現在時間に設定された仮定を提示する Si節において，半過去

記号素と単純過去記号素の対立には中和が生じる．半過去記号素と単純過去記

号素が異なる記号素だと認定されるには，これらの実現形が次の２条件を満た

す必要がある．（a）文脈の一点で，互いに入れ換えることができる．（b）こ

の入れ換えによって，発話の知的意味に弁別が生じる．しかし現在時間に設定

された仮定を提示する Si節に現れることのできる過去時制記号素は，この２

条件を満たさない（１．３を参照）．当該文脈に現れうる過去時制記号素は，一

つしかないからである．したがって，現在時間に設定された仮定を提示する Si

節において，半過去記号素と単純過去記号素の対立には中和が生じると考えざ

るをえない（１．４．１を参照）．当該文脈にあっては，半過去記号素の実現形と

単純過去記号素の実現形が対立しないからである．

３．２．３ 未来時間に設定された仮定

仮定を提示する Si節を使って未来時間に属する事態に言及する場合，この

Si節に現れることのできる過去時制記号素は一つしかない．たとえば（３０）の

si maman se remariait avec lui，（３１）の si elle ne me reconnaissait pasあるい

は（３２）の si je te quittaisにみられるように，未来時間に設定された仮定を提

示する Si節に現れることのできる過去時制記号素の実現形は，確かに存在す

る．しかし、これらの過去時制記号素の実現形を他の過去時制記号素の実現形

と入れ換えることはできない．つまり，（３０）の si maman se remariait avec lui

を si maman se remaria avec luiとすることはできない．（３１）の si elle ne me
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reconnaissait pasを si elle ne me reconnut pasとすることも，（３２）の si je te

quittaisを si je te quittaiとすることも不可能である．このような過去時制記号

素の実現形の入れ換えが（規範を逸脱することで）できたとしても，それに

よって発話の知的意味に弁別が生じるわけでもない．

（３０）Tu serais contente, toi, si maman se remariait avec lui ?（Sylvie

Testud, Gamines , Collection Le Livre de Poche,２００６, p.１３９）

（３１）Si elle ne me reconnaissait pas , je me résignerais.（Marc Levy, Le

voleur d’ombres , Collection Pocket,２０１０, p.２４８）

（３２）Si je te quittais , tu n’aurais pas une larme.（Nicole de Buron, Qui

c’est, ce garçon ?, Collection J’ai lu,１９８５, p.１０６）

したがって，未来時間に設定された仮定を提示する Si節において，半過去

記号素と単純過去記号素の対立は中和する．半過去記号素と単純過去記号素が

異なる記号素だと認定されるには，これらの実現形が次の２条件を満たす必要

がある．（a）文脈の一点で，互いに入れ換えることができる．（b）この入れ

換えによって、発話の知的意味に弁別が生じる．しかし未来時間に属する仮定

を提示する Si節に現れることのできる過去時制記号素は，この２条件を満た

さない（１．３を参照）．当該文脈に現れうる過去時制記号素は，一つしかない

からである．この観察は，未来時間に設定された仮定を提示する Si節におい

て，半過去記号素と単純過去記号素の対立に中和が生じることを意味する

（１．４．１を参照）．当該文脈では，半過去記号素の実現形と単純過去記号素の実

現形の間に対立がないからである．

３．２．４ 半過去記号素と単純過去記号素の弁別の不必要性

仮定を提示する Si節には，過去時制記号素の実現形が現れることがある．た

とえば（３３）の s’il voulait l’aiderには，過去時制記号素の実現形が含まれてい

る（３．２．１を参照）．同様に（３４）の si j’étais vousや（３５）の si tu la voyais
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plusには過去時制記号素の実現形が含まれていると考えてよい（３．２．２と

３．２．３を参照）．

（３３）Jody délirait, c’était évident.［...］. S’il voulait l’aider , la seule chose

sensée était d’appeler une ambulance.（Guillaume Musso, Sauve−

moi , Collection Pocket,２００５, p.３１０）

（３４）Si j’étais vous , j’irais faire un petit tour au spa.（Guillaume Musso,

La fille de papier , Collection Pocket,２０１０, p.２３８）

（３５）Mais, Papa, tu serais triste si tu la voyais plus , maman, dis ?（Alix

Girod−de l’Ain, De l’autre côté du lit , Collection J’ai lu,２００３, p.２４０）

（３６）Si elle est morte , je ne le supporterai pas !（Maxime Chattam, In

tenebris , Collection Pocket,２００２, p.８７）

（３７）Comment es−tu certaine que Tom a fait ça s’il ne t’en a jamais

parlé ?（Guillaume Musso, La fille de papier , Collection Pocket,

２０１０, p.３９７）

（３８）Même s’il ne lui a jamais parlé , il connaît de vue l’autre garçon :

［...］.（Guillaume Musso, Parce que je t’aime , Collection Pocket,

２００７, p.１６２）

仮定を提示する Si節には，完了アスペクト記号素の実現形が現れることが

ある．たとえば（３６）の si elle est morteには，完了アスペクト記号素の実現

形が含まれている．同様に（３７）の s’il ne t’en a jamais parléや（３８）のmême

s’il ne lui a jamais parléには，完了アスペクト記号素の実現形が含まれている

と考えてよい．

したがって，仮定を提示する Si節に現れることのできる過去時制記号素が

一つしかないのは，半過去記号素や単純過去記号素が過去時制記号素だからで

もなければ，単純過去記号素が完了アスペクトを意味的に含んでいるからでも

ない（２．２を参照）．仮定を提示する Si節には，過去時制記号素の実現形と完
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了アスペクト記号素の実現形は，どちらも現れることができる．仮定を提示す

る Si節に現れることのできる過去時制記号素が一つしかないのは，当該文脈

において，複数の過去時制記号素を弁別する必要がないからだと考えざるをえ

ない．

３．３ 原過去時制記号素

３．３．１ 原過去時制記号素と半過去記号素：無標の過去時制記号素

仮定を提示する Si節において，半過去記号素と単純過去記号素の対立は中

和する．仮定を提示する Si節に現れることのできる過去時制記号素は，一つ

しかないからである（３．２を参照）．当該文脈にあっては，半過去記号素と単

純過去記号素を弁別する必要がない（３．２．４を参照）．

仮定を提示する Si節に現れることのできる過去時制記号素を，半過去記号

素ないしは単純過去記号素とは別の表意単位だと言うことはできない．当該文

脈に現れた過去時制記号素の実現形を，半過去記号素の実現形あるいは単純過

去記号素の実現形と入れ換えることはできないからである（１．３を参照）．か

りにこの入れ換えが成立したとしても，それによって発話の知的意味に弁別が

生じるわけでもない．

よって仮定を提示する Si節に現れることのでききる過去時制記号素は，半

過去記号素でもなければ単純過去記号素でもないと考えざるをえない．この過

去時制記号素は，半過去記号素と異なるとは言えない表意単位であるだけでな

く，単純過去記号素と異なるとは言えない表意単位でもある．このような表意

単位が，半過去記号素でもなければ単純過去記号素でもないことは明白である．

仮定を提示する Si節に現れることのできる過去時制記号素は，無標の過去

時制記号素である．当該文脈に現れることのできる過去時制記号素は，一つし

かないからである（３．２を参照）．たとえば猫として黒猫しかいない架空の世
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界では，われわれの現実世界に存在する「黒猫」に相当するような表意単位は

成立しえない．猫として黒猫しかいない世界での「黒猫」は要するに（無標の）

「猫」のことだからである．この喩えと同様に，過去時制記号素が一つしか現

れることのできない文脈に現れることのできる過去時制記号素は，無標の過去

時制記号素でしかありえない．

したがって仮定を提示する Si節に現れることのできる過去時制記号素は，半

過去記号素でも単純過去記号素でもなく，半過去記号素と単純過去記号素の機

能的共通部分であると結論できる（１．４．３を参照）．無標の過去時制記号素は，

半過去記号素と単純過去記号素の機能的共通部分だからである（２．３を参照）．

音韻対立の中和における原音素をまねて，この機能的共通部分を原過去時制記

号素と呼ぶことにしよう５．半過去記号素は，それが単純過去記号素と対立す

る文脈に現れる「無標の過去時制記号素」である（２．１と２．３を参照）．これ

に対して原過去時制記号素は，半過去記号素と単純過去記号素が対立しない文

脈に現れる「無標の過去時制記号素」である．

３．３．２ 原過去時制記号素と言及される時間領域

仮定を提示する Si節に現れることのできる過去時制記号素の実現形は，半

過去記号素や単純過去記号素の実現形ではなく，原過去時制記号素の実現形で

ある．仮定を提示する Si節において，半過去記号素と単純過去記号素の対立

は中和する（３．２を参照）．したがって，この文脈に現れることのできる過去

時制記号素は，半過去記号素と単純過去記号素の機能的共通部分であると考え

ざるをえない（１．４．３と３．３．１を参照）．

（３９）Adamsberg ne se rendait jamais compte qu’il réfléchissait, et s’il en

prenait conscience , ça s’arrêtait.（Fred Vargas, L’homme aux cercles

５ 原音素という概念については，たとえばMARTINET（１９５５）や AKAMATSU（１９８８）を
参照．
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bleus , Collection J’ai lu,１９９６, p.４６）

（４０）Si j’étais à ta place, j’éviterais.（Cécile Krug, Demain matin si tout

va bien , Collection J’ai lu,２００４, p.１７７）

（４１）Même s’il t’arrivait quelque chose , je ne pourrais rien faire. Je suis

en Allemagne.（Sylvie Testud, Le Ciel t’aidera , Collection Le Livre

de Poche,２００５, p.３８）

仮定を提示する Si節が原過去時制記号素の実現形を含むとき，この Si節に

は時間的な制約がみられない．この Si節は過去時間，現在時間，未来時間の

いずれに属する事態にも対応することができる６．たとえば（３９）の s’il en

prenait conscienceは，過去時間に属する事態に言及している．この Si節は，

過去時間に設定された仮定を表している．（４０）の si j’étais à ta placeは，現在

時間に属する事態に言及している．この Si節は，現在時間における非現実の

仮定を提示している．（４１）のmême s’il t’arrivait quelque choseは，未来時間

に属する事態に言及している．この Si節は，未来時間における実現の可能性

の低い仮定を表現したものである．

４．まとめ

仮定を提示する Si節において，半過去記号素と単純過去記号素の対立には

中和が生じる．したがって仮定を提示する Si節に現れることのできる過去時

制記号素の実現形は，半過去記号素の実現形でもなければ単純過去記号素の実

現形でもない．それは，原過去時制記号素（半過去記号素と単純過去記号素の

機能的共通部分）の実現形である．たとえば（４２）の si elle n’était pas capa-

ble ...，（４３）の si j’étais vous，（４４）の si j’avais un retardに含まれる過去時制

６ 半過去記号素の実現形は，過去時間に属する事態にしか対応できないと考えられる．
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記号素の実現形はいずれも，半過去記号素の実現形ではなく，原過去時制記号

素の実現形である．

（４２）Cette nuit−là, elle se fit une promesse : si elle n’était pas capable de

retrouver Alice vivante , jamais elle ne ferait d’enfant...（Guillaume

Musso, L’appel de l’ange , Collection Pocket,２０１１, p.１６７）

（４３）Si j’étais vous , je ne perdrais pas de temps［...］.（Tonino Benac-

quista, Saga, Collection Folio,１９９７, p.３５５）

（４４）Si j’avais un retard , je vous laisserais un message.（Andrea H. Japp,

La saison barbare , Collection J’ai lu,２００３, p.２４１）

仮定を提示する Si節が原過去時制記号素の実現形をともなうとき，この Si

節は過去時間に属する事態だけでなく，現在時間や未来時間に属する事態にも

言及することができる．たとえば（４２）の si elle n’était pas capable ...は，過

去時間に設定した仮定である．（４３）の si j’étais vousは，現在時間に設定した

仮定である．（４４）の si j’avais un retardは，未来時間に設定した仮定である．
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